
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
第
三
号
、
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
及
び
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号
並
び
に
道
路
交
通
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
一
条
の
四
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に

関
す
る
規
則
及
び
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年

月

日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

佐
藤

勉

運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
及
び
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則



二
頁

第
一
条
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
七
十
歳
以
上
」
の
下
に
「
七
十
五
歳
未
満
」
を
加
え
、
同
号
の
表
二
の
項
下
欄
中
第
四
号
を

第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
に
関
す
る
討
議
及
び
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二

法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者

次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
受
講
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

区
分

講
習
の
基
準

一

法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定

一

運
転
者
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
、
身
体
の
機
能
の
状

に
よ
り
受
け
た
認
知
機
能
検
査
（
法

況
そ
の
他
の
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
並
び
に
道
路
交

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ

通
の
現
状
及
び
交
通
事
故
の
実
態
そ
の
他
の
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い

に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
を
い
う

て
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。



三
頁

。
以
下
同
じ
。
）
の
結
果
に
つ
い
て

二

あ
ら
か
じ
め
講
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
い
、
か
つ

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
府

、
そ
の
方
法
は
、
教
本
、
視
力
検
査
器
材
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教

令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三

材
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
項
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

三

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
関
す
る
調
査
で
視
力
検

が
零
以
下
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当

査
器
材
を
用
い
た
検
査
に
よ
る
も
の
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ

該
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
後
コ
ー

る
こ
と
。

ス
に
お
け
る
自
動
車
等
の
運
転
を
す

四

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
に
よ
り
、
加
齢
に
伴
っ
て
生

五

一
時
間
以
上
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ず
る
身
体
の
機
能
の
低
下
が
自
動
車

等
の
運
転
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
公
安
委

員
会
の
確
認
を
受
け
、
当
該
影
響
が

な
い
旨
の
別
記
様
式
第
一
号
の
チ
ャ



四
頁

レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
の
交

付
を
受
け
た
も
の

二

一
の
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一

運
転
者
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
、
身
体
の
機
能
の
状

況
そ
の
他
の
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
並
び
に
道
路
交

通
の
現
状
及
び
交
通
事
故
の
実
態
そ
の
他
の
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い

て
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

あ
ら
か
じ
め
講
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
い
、
か
つ

、
そ
の
方
法
は
、
教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適
性
検
査
器
材
、
視
聴
覚

教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
関
す
る
調
査
で
コ
ー
ス

若
し
く
は
道
路
に
お
け
る
自
動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行

う
検
査
又
は
運
転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検
査
に
よ
る
も
の
に
基
づ

く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。



五
頁

四

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

二
時
間
三
十
分
以
上
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
受
講
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
を

加
え
る
。

第
三
条
中
「
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
府
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
前
条
第

一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
第
十
一

項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
八
条
第
十
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
免
許
関
係
事
務
の
委
託
）

第
四
条

府
令
第
三
十
一
条
の
四
の
二
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
免
許
関
係
事
務
は
、
認
知
機
能
検
査

と
す
る
。

２

府
令
第
三
十
一
条
の
四
の
二
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す



六
頁

る
者
と
す
る
。

一

二
十
五
歳
以
上
の
者

二

公
安
委
員
会
が
行
う
認
知
機
能
検
査
の
実
施
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
審
査
に
合
格
し
、
又
は
公
安
委
員

会
が
行
う
認
知
機
能
検
査
の
実
施
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者

別
記
様
式
第
一
号
中
「運

転
免

許
に

係
る

講
習

に
関

す
る

規
則

第
２

条
第

１
項

第
１

号

」
を

「運
転

免
許

に
係

る
講

習
等

に
関

す
る

規
則

第
２

条
第

１
項

第
１

号

に
改
め
る
。

第
２

号

」

別
記
様
式
第
二
号
中
「運

転
免

許
に

係
る

講
習

に
関

す
る

規
則

」
を
「運

転
免

許
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「運

転
免

許
に

係
る

講
習

に
関

す
る

規
則

第
２

条
第

１
項

第
１

号

」
を

「運
転

免
許

に
係

る
講

習
等

に
関

す
る

規
則

第
２

条
第

１
項

第
１

号

に
改
め
る
。



七
頁

第
２

号

」

（
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
の
表
の
三
の
項
中
「
課
程
」
の
下
に
「
（
法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け

る
年
齢
が
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
も
の
）
及
び
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程
（
法
第
百
一
条
の
三
第

一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
も
の
）
」
を
加
え
、
同
表

の
七
の
項
を
削
り
、
同
表
の
六
の
項
を
同
表
の
七
の
項
と
し
、
同
表
の
五
の
項
を
同
表
の
六
の
項
と
し
、
同
表
の
四
の
項
を

同
表
の
五
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

三
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
教
育
事
項

イ

自
動
車
等
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
、

課
程
（
法
第
百
一
条
の
三
第

運
転
適
性
検
査
器
材
そ
の
他
必
要
な
教

一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す

材
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十

ロ

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な



八
頁

五
歳
以
上
の
者
に
対
す
る
も

知
識
に
関
す
る
討
議
及
び
指
導
を
含
む

の
）
及
び
第
一
条
第
六
号
に

も
の
で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
課
程
（
法
第
百
一
条

ハ

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な

の
三
第
一
項
の
更
新
期
間
が

適
性
に
関
す
る
調
査
で
コ
ー
ス
若
し
く

満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢

は
道
路
に
お
け
る
自
動
車
等
の
運
転
若

が
七
十
五
歳
以
上
の
者
に
対

し
く
は
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
操
作

す
る
も
の
）

を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
検
査
又
は

運
転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検
査
に

よ
る
も
の
に
基
づ
く
個
別
的
指
導
を
含

む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
の
結
果

に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ



九
頁

と
。

ホ

運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
数
が
、
運
転
免
許
取
得
者

教
育
指
導
員
一
人
当
た
り
三
人
以
下
で

あ
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
号
の
表
の
備
考
中
「
四
の
項
ハ
、
五
の
項
ロ
」
を
「
五
の
項
ハ
、
六
の
項
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
課
程
及
び
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
課
程
の
う
ち
前
号
の
表
の
七
の
項
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
三
時
間
以
上
」
を
「
前
号
の
表
の
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
程
に
あ
っ
て
は
三
時
間
以
上
、
同
表
の
四
の
項
の
上
欄

に
掲
げ
る
課
程
に
あ
っ
て
は
二
時
間
三
十
分
以
上
」
に
、
「
第
一
条
第
一
号
」
を
「
同
表
の
一
の
項
の
上
欄
」
に
、
「
同
条

第
二
号
」
を
「
同
表
の
二
の
項
の
上
欄
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
六
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
七
の
項
」
を
「
又
は
四
の
項
」
に
改
め

る
。別

記
様
式
第
一
号
中
「六

の
項

」
を
「七

の
項

」
に
改
め
る
。



一
〇
頁

別
記
様
式
第
二
号
中
「三

の
項

及
び

七
の

項

」
を

「三
の

項

に
改
め
る
。

四
の

項

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条
の
三
第

一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
当
該
日
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
経
過
し
た
日
前
で
あ
る
も
の
は
、
改
正
後
の
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
講
習
規
則
」
と
い
う

。
）
第
二
条
及
び
第
三
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
講
習
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な

す
。

３

施
行
日
前
に
改
正
前
の
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第



一
一
頁

一
号
の
表
の
一
の
項
の
確
認
を
受
け
た
者
（
新
法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七

十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
当
該
日
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す

る
新
講
習
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
一
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
受
け
た
認
知
機
能
検
査
（
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
結
果
に
つ
い
て
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
式
に
よ

り
算
出
し
た
数
値
が
零
以
下
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
後
コ
ー
ス
」
と
あ
る
の
は
「
コ
ー
ス
」

と
、
「
受
け
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
受
け
た
者
（
当
該
確
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る

。
）
」
と
、
「
認
知
機
能
検
査
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
の

」
と
す
る
。

４

施
行
日
前
に
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
行
っ
た
講
習
（
新
講
習
規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
講
習
と
同
等
以
上
の
内
容

を
有
す
る
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者
は
、
同
号
の
講
習
を
終
了
し
た
者
と
み
な

す
。

５

旧
講
習
規
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
講
習
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
審
査
に
合
格
し
、
又
は



一
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国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
研
修
（
施
行
日
前
に

行
わ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
も
の
は
、
新
講
習
規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
講
習
に
つ
い
て
同
条
第
二

項
第
四
号
に
規
定
す
る
審
査
に
合
格
し
、
又
は
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
講
習
を
終
了
し
た
者
と
み
な
す
。

６

新
法
第
百
一
条
の
三
第
一
項
の
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
当
該
日
が
施

行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
前
で
あ
る
も
の
は
、
改
正
後
の
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
新
認
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
八
条
第
二
号
並
び
に
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
新
認
定
規
則
第
四
条
第
一
号
の
表
の
三
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

７

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
、
特
定
任
意
講
習
終
了
証
明
書
及
び
特
定
任
意

高
齢
者
講
習
終
了
証
明
書
並
び
に
運
転
免
許
取
得
者
教
育
（
更
新
時
講
習
同
等
）
終
了
証
明
書
及
び
運
転
免
許
取
得
者
教
育

（
高
齢
者
講
習
同
等
）
終
了
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記

様
式
第
三
号
並
び
に
新
認
定
規
則
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）



一
三
頁

８

聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
百
七
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

９

道
路
交
通
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
九
十
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第

七
項
及
び
第
十
四
項
」
に
、
「
第
百
七
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
四
項
」
に
、
「
第
百
七
条
の
五
第
九
項
」

を
「
第
百
七
条
の
五
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
九
十
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
条
第
四
項
」
に
、
「
第
百
七

条
の
五
第
九
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
十
項
」
に
改
め
る
。

（
運
転
免
許
の
拒
否
等
の
処
分
の
基
準
に
係
る
身
体
の
障
害
の
程
度
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

運
転
免
許
の
拒
否
等
の
処
分
の
基
準
に
係
る
身
体
の
障
害
の
程
度
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

10
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
別
表
第
二
の
二
の
表
」
を
「
別
表
第
二
の
三
の
表
」
に
、
「
別
表
第
四
第
三
号
」
を
「
別
表
第
二
の
備
考
の
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二
の

」
に
改
め
る
。
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